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資料２０－６

国家公務員共済組合法 抜粋

（昭和三十三年五月一日法律第百二十八号）

（退職共済年金の額）

第七十七条 退職共済年金の額は、平均標準報酬額（組合員期間の計算の基礎

となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額と標準期末手当等の額の

総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額をいう。以下同じ ）の千。

分の五・四八一に相当する金額に組合員期間の月数を乗じて得た金額とす

る。

２（以下略）

（公庫等に転出した継続長期組合員についての特例）

第百二十四条の二 組合員（長期給付に関する規定の適用を受けない者を除

く ）が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫。

の予算及び決算に関する法律（昭和二十六年法律第九十九号）第一条に規

定する公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地

方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定める

もの（以下「公庫等」という ）に使用される者（役員及び常時勤務に服。

することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という ）となるため。

退職した場合（政令で定める場合を除く ）には、長期給付に関する規定。

（第四十一条第二項の規定を除く ）の適用については、別段の定めがあ。

るものを除き、その者の退職は、なかつたものとみなし、その者は、当該

（ 。公庫等職員である期間引き続き転出 公庫等職員となるための退職をいう

以下この条において同じ ）の際に所属していた組合の組合員であるもの。

とする。この場合においては、第四章中「公務」とあるのは「業務」と、

第九十九条第二項中「及び国又は公社の負担金」とあるのは「、公庫等の

負担金及び国又は公社の負担金」と、同項第二号及び第三号中「国又は公

社の負担金」とあるのは「公庫等の負担金」と、第百二条第一項中「各省
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各庁の長（環境大臣を含む 、独立行政法人、公社又は職員団体」とあ。）

り、及び「国、独立行政法人、公社又は職員団体」とあるのは「公庫等」

と 「第九十九条第二項（同条第五項から第七項までの規定により読み替、

えて適用する場合を含む 」とあるのは「第九十九条第二項」と、同条。）

第四項中「職員団体」とあるのは「公庫等」とする。

２（以下略）


